
姫カツクラブと学校との連携体制構築に向けた連絡会 実施要項 

 

令和８年５月２７日  

姫路市教育委員会  

健康教育課 姫カツ推進担当  

 

各中学校区における姫カツクラブの運営および学校部活動との連携を円滑に図るため、以下の通り連携体

制を構築し、各事業を実施する。 

 

１．姫カツクラブの学校施設使用に向けた打合せ ６月 【姫カツクラブ指導者と管理職】 ※必須 

（１）目的 

各中学校施設を使用する姫カツクラブの代表者と学校（管理職）との顔合わせを行い、施設使用における

連絡体制の確立および今後の学校部活動との連携について協議する。 

 

（２）実施期間 

令和８年６月１１日（木）～ ６月２６日（金）まで 

※日時は、各中学校が決定する（４５分程度）。 

 

（３）実施までの流れ 

①実施依頼と希望日時の報告【～６月４日（木）まで】 

②各中学校は打合せの実施日時を健康教育課へ報告する。 

③実施日時の通知・連絡 

健康教育課が各校の実施日時を取りまとめ、一覧を姫カツクラブ代表者へ連絡する。 

④中学校長会での説明 

健康教育課より、中学校長会にて本打合せの趣旨・進め方について説明を行う。 

⑤関係者への事前説明の実施 

・６月７日（日）： 第２回登録団体事務説明会にて、健康教育課から姫カツクラブへ説明。 

・６月１０日（水）： 第４回姫カツ連絡担当者会にて、健康教育課から各校連絡担当者へ説明。 

⑥打合せの実施 

各校が指定した日時・場所にて打合せを実施する。 

※出席できない場合は、姫カツクラブ代表者が個別に学校に連絡を取り、別途打合せを行うこと。 

 

（４）協議内容 

・姫カツクラブ代表者と学校（管理職）との顔合わせ 

・活動日時、使用施設、および使用を希望する備品（用具）の確認 

・施設使用にあたっての学校側担当者（管理職、部活動顧問等）の確認 

・関係部活動との連携における担当者の確認（※顧問への連絡は学校を通して行う） 



２．姫カツクラブ参加者募集にあたっての学校との連絡会（参加者募集・クラブ案内） ６・７月 
 【姫カツクラブ指導者と管理職・顧問】 ※任意 

姫カツクラブの参加者募集期間（6 月 30 日から７月 21 日）、希望に応じて以下の連携を随時実施する。 

（６月下旬から７月中旬までを目安とする）。 

【姫カツクラブ指導者への留意事項】 

・期末考査や総体（総合体育大会）等の学校行事および学校側の事情を十分に考慮し、無理のない日程

で計画すること。 

・拠点校以外の学校部活動に対しては、近隣校区として案内している姫カツクラブのみ、該当校に直接

連絡を取り、事前に許可を得ること。 

 

（１）拠点校顧問との顔合わせ 

学校を通して関係部活動の顧問に連絡を取り、顔合わせを行う。 

その際、使用可能な用具の確認、案内チラシの配布や募集説明会の実施、部活動見学の可否や時期につい

て調整を行う。 

 

（２）案内チラシの配布 ※「姫カツクラブ・姫カツ連携活動 案内チラシ掲載・配付ガイドライン」 

姫カツクラブ代表から学校に依頼し、校内への掲示および関係部員への配布を行う。 

 

（３）姫カツクラブ募集説明会 

主催は姫カツクラブ側とし、学校管理外の活動として実施する。 

対象： 任意（生徒のみ、保護者のみ、または生徒・保護者合同） 

会場： 原則として学校管理外とするが、学校長の許可を得て、顧問が同席する場合に限り、学校施設の

使用を可能とする。 

開催案内： 学校（顧問）を通して、対象生徒・保護者へ案内を依頼する。 

 

（４）姫カツクラブ指導者による拠点校の部活動見学（部員との顔合わせ） 

顧問の立ち会いのもとで実施し、姫カツクラブ指導者から部員への自己紹介やクラブの PR を行う。 

 姫カツクラブ指導者が部員へ直接指導することはできない。 

 

３．姫カツクラブ参加者確定後における学校部活動との連絡会（部活動・姫カツクラブ交流） ８月 
 【姫カツクラブ指導者と顧問】 ※任意 

参加者確定後、姫カツクラブの活動を円滑に開始するための交流期間を設ける（８月中）。 

【姫カツクラブ指導者への留意事項】 

・本交流は「学校管理下の部活動」として実施するものであり、姫カツクラブとしての活動ではない。 

・姫カツクラブに参加しない（入会しない）部員も在籍していることに十分配慮すること。 

・事故防止および責任の所在を明確にするため、「姫カツクラブ指導者が単独で生徒を指導することはあっ

てはならない。」必ず顧問の立ち会いのもとで実施すること。 

 



（１）拠点校顧問との情報交換 

活動方針、生徒の様子や指導上の配慮事項、備品・用具を共用するためのルール、今後の大会日程の確認

などについて協議する。 

 

（２）拠点校の部活動見学（部員との顔合わせ） 

顧問立ち会いのもと、姫カツクラブ指導者が部活動を訪問し、部員への自己紹介等を行う。 

 

（３）合同部活動の実施 ※参加者の状況を踏まえ可能な範囲で実施 

姫カツクラブで複数校合同となる場合は、関係校の顧問同士で協議・計画の上、合同での部活動（練習）

を実施する。この合同部活動の場に、姫カツクラブ指導者が参加し協力することも可能とする。 

 

４．姫カツクラブ単独での説明会や保護者会の開催について ８月 
 【姫カツクラブ指導者と姫カツクラブ参加保護者】 ※任意 

姫カツクラブ指導者が、参加者の保護者に対して連絡用アプリ等をとおして直接連絡し、独自に説明会や

ミーティングを実施することができる。 

【姫カツクラブ指導者への留意事項】 

・８月末までの活動については、スポーツ安全保険は適用外となるため、実施にあたっては安全管理に

十分留意すること。 

・部活動顧問の許可がある場合に限り、部活動終了後の時間や場所を活用して実施することも可能とす

る。 

 


